
一時貸付けの要望を受け付ける物件

■　福井県所在物件

整理
番号

所在地
登記
地目

面積
（平方メートル）

一時貸付が
可能な期間

要望受付
期間

事務所等 担当
電話
番号

備考

1
福井市北山町４１字２２番
外１筆

雑種地 528.66 H30.7.5まで 随時
下記の
とおり

下記の
とおり

下記の
とおり

2
敦賀市桜ケ丘町５番２９外
３筆

宅地 308.87 H30.7.5まで 随時
下記の
とおり

下記の
とおり

下記の
とおり

3
敦賀市疋田１５号５番３外
１筆

雑種地 548.07 H30.7.5まで 随時
下記の
とおり

下記の
とおり

下記の
とおり

4
越前市日野美２丁目５番２
外４筆

宅地 2,103.88 個別照会 随時
下記の
とおり

下記の
とおり

下記の
とおり

5
坂井市三国町米納津４９字
１０１番１のうち

宅地 9,300.00 個別照会
H30.6.5から
H30.6.14まで

下記の
とおり

下記の
とおり

下記の
とおり

※　記載事項は掲載時点のものであり、今後、分合筆や物件調査等の結果、変更となる場合があります。

　以下の物件は、処分等を行うまでの間、一時貸付けを行うものです。物件により一時貸付けできる期間が
違いますので、詳細は受付担当課までお問い合わせ下さい。
　一時貸付けは有償となり、貸付期限又は国が返還を要求した場合は、直ちに原状回復のうえ返還していた
だく必要があります。
  ご要望を頂いた場合でも、公序良俗に反する使用や使用目的によってはお貸しできない場合があるほか、
原則として一般競争入札で貸付者、貸付料を決定いたします。
  下表において備考欄に「売却要望も受付中」と記載されている物件については、一時貸付要望に加え、売
却要望も受け付けることとしますので、同様に受付担当課までお問い合わせください。
　ホームページの更新の都合上、既に一時貸付けを行っている場合がありますので、その節はご了承願いま
す。

　　　平成３０年６月５日現在

本ページに関するお問い合わせ先

福井財務事務所管財課（国有財産売却担当） TEL（０７７６）２５－８２３５


